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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
六
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
百
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係

る
帳
簿
を
、
次
の
と
お
り
当
該
固
定
資
産
の
所
在
す
る
区
を
所
管
す

る
都
税
事
務
所
に
お
い
て
納
税
者
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

縦
覧
に
供
す
る
帳
簿
の
名
称

㈠

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

㈡

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

二

縦
覧
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、

日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

三

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

縦
覧
場
所

東
京
都
千
代
田
都
税
事
務
所

千
代
田
区
内
神
田
二
丁
目
一
番

十
二
号

同

中
央
都
税
事
務
所

中
央
区
新
富
二
丁
目
六
番
一
号

同

港
都
税
事
務
所

港
区
麻
布
台
三
丁
目
五
番
六
号

同

新
宿
都
税
事
務
所

新
宿
区
西
新
宿
七
丁
目
五
番
八

号

同

文
京
都
税
事
務
所

文
京
区
春
日
一
丁
目
十
六
番
二

十
一
号

同

台
東
都
税
事
務
所

台
東
区
雷
門
一
丁
目
六
番
一
号

同

墨
田
都
税
事
務
所

墨
田
区
業
平
一
丁
目
七
番
四
号

同

江
東
都
税
事
務
所

江
東
区
大
島
三
丁
目
一
番
三
号

同

品
川
都
税
事
務
所

品
川
区
広
町
二
丁
目
一
番
三
十

六
号

同

目
黒
都
税
事
務
所

目
黒
区
上
目
黒
二
丁
目
十
九
番

十
五
号

同

大
田
都
税
事
務
所

大
田
区
新
蒲
田
一
丁
目
十
八
番

二
十
二
号

同

世
田
谷
都
税
事
務
所

世
田
谷
区
若
林
四
丁
目
二
十
二

番
十
三
号

同

渋
谷
都
税
事
務
所

渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
四
丁
目
三
番

十
五
号

同

中
野
都
税
事
務
所

中
野
区
中
野
四
丁
目
六
番
十
五

号

同

杉
並
都
税
事
務
所

杉
並
区
成
田
東
五
丁
目
三
十
九

番
十
一
号

同

豊
島
都
税
事
務
所

豊
島
区
西
池
袋
一
丁
目
十
七
番

一
号

同

北
都
税
事
務
所

北
区
上
十
条
二
丁
目
二
十
七
番

一
号
ジ
ェ
イ
ト
モ
ー
ル
三
階

同

荒
川
都
税
事
務
所

荒
川
区
西
日
暮
里
二
丁
目
二
十

五
番
一－

六
〇
一
号

同

板
橋
都
税
事
務
所

板
橋
区
大
山
東
町
四
十
四
番
八

号

同

練
馬
都
税
事
務
所

練
馬
区
豊
玉
北
六
丁
目
十
三
番

十
号

同

足
立
都
税
事
務
所

足
立
区
西
新
井
栄
町
二
丁
目
八

番
十
五
号

同

葛
飾
都
税
事
務
所

葛
飾
区
立
石
五
丁
目
十
三
番
一

号

同

江
戸
川
都
税
事
務
所

江
戸
川
区
中
央
四
丁
目
二
十
四

番
十
九
号

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
五
百
六
十
四
号
東
京

都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
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第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

大
田
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
大
田
第
二
・
二

・
五
十
六
号
か
に
く
ぼ
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
四
月
十
二
日
か
ら
令
和
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
八
年
三
月
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

東
村
山
市
青
葉
町
三
丁
目
六
番
十
四
、
三

十
九
番
二
十
九
及
び
青
葉
町
四
丁
目
一
番

一
の
一
部

令
和
八
年
二
月
二

日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
（
東
村
山
市

本
町
一
丁
目
二
十
三
番
地
九
）

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
九
号

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条

の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
及
び

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
よ

う
に
指
定
す
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

講
習
会
の
主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
一
番
六
号

Ｊ
Ｍ
Ｆ
ビ
ル
笹
塚
〇
一

八

階
二

講
習
日
並
び
に
講
習
会
の
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

管
理
理
容
師

令
和
八
年
八
月
十
七
日
か
ら
同
月
十
九
日
ま
で

国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
代
々
木
神
園
町
三
番
一
号

㈡

管
理
美
容
師

ア

令
和
八
年
七
月
十
三
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
代
々
木
神
園
町
三
番
一
号

イ

令
和
八
年
八
月
十
七
日
か
ら
同
月
十
九
日
ま
で

国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
代
々
木
神
園
町
三
番
一
号

ウ

令
和
八
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま
で

国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
代
々
木
神
園
町
三
番
一
号

三

受
講
料

二
万
円

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
四
十
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
新
宿
青
梅
線

二

指
定
す
る
区
間

武
蔵
村
山
市
本
町
四
丁
目
一
番
三
地
先
か
ら

同
市
本
町
二
丁
目
三
番
五
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
７５号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

）
第
２３条

第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
検
定
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
６
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
検
定
の
実
施
期
日
及
び
時
間

⑴
学
科
試
験

令
和
８
年
６
月
６
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
前
１１時

ま
で

⑵
実
技
試
験

令
和
８
年
７
月
１１日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

２
検
定
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
検
定
の
実
施
種
別

規
則
第
１
条
第
３
号
の
警
備
業
務
（
雑
踏
警
備
業
務
に
係
る
も

の
を
い
う
。
）
に
係
る
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

４
検
定
予
定
人
員

４５名

５
検
定
申
出
の
要
領

検
定
申
請
に
先
立
っ
て
、
検
定
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
検
定
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
検
定
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
４
月
６
日
（
月
曜
日
）
及
び
同
月
７
日
（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

６
申
請
手
続

⑴
申
請
方
法

警
察
署
に
持
参
又
は
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請

⑵
受
付
期
間

ア
警
察
署
に
持
参

令
和
８
年
４
月
１５日

（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
１７日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

イ
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

令
和
８
年
４
月
１５日

（
水
曜
日
）
午
前
８
時
３０分

か
ら
同

月
１７日

（
金
曜
日
）
午
後
１１時

５９分
ま
で

⑶
申
請
先

規
則
第
９
条
に
規
定
す
る
検
定
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

⑷
申
請
書
類

ア
検
定
申
請
書
１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
２
葉

ウ
前
⑶
の
申
請
先
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

各
１
通

ア
前
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
を

疎
明
す
る
書
面

イ
前
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い
ず
れ

か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

⑸
検
定
手
数
料

１３,０００円

７
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
７６号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

）
第
２３条

第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
検
定
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
６
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記
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１
検
定
の
実
施
期
日
及
び
時
間

⑴
学
科
試
験

令
和
８
年
６
月
６
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
前
１１時

ま
で

⑵
実
技
試
験

令
和
８
年
７
月
１１日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

２
検
定
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
検
定
の
実
施
種
別

規
則
第
１
条
第
４
号
の
警
備
業
務
（
交
通
誘
導
警
備
業
務
に
係

る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検

定

４
検
定
予
定
人
員

４５名

５
検
定
申
出
の
要
領

検
定
申
請
に
先
立
っ
て
、
検
定
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
検
定
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
検
定
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
４
月
８
日
（
水
曜
日
）
及
び
同
月
９
日
（
木
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

６
申
請
手
続

⑴
申
請
方
法

警
察
署
に
持
参
又
は
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請

⑵
受
付
期
間

ア
警
察
署
に
持
参

令
和
８
年
４
月
１５日

（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
１７日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

イ
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

令
和
８
年
４
月
１５日

（
水
曜
日
）
午
前
８
時
３０分

か
ら
同

月
１７日

（
金
曜
日
）
午
後
１１時

５９分
ま
で

⑶
申
請
先

規
則
第
９
条
に
規
定
す
る
検
定
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

⑷
申
請
書
類

ア
検
定
申
請
書
１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
２
葉

ウ
前
⑶
の
申
請
先
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

各
１
通

ア
前
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
を

疎
明
す
る
書
面

イ
前
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い
ず
れ

か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

⑸
検
定
手
数
料

１４,０００円

７
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
７７号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
６
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
８
年
６
月
６
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別
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規
則
附
則
第
６
条
第
１
号
の
空
港
保
安
警
備
業
務
に
係
る
１
級

の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
空

港
保
安
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
４
月
１３日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１４日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
申
請
方
法

警
察
署
に
持
参
又
は
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請

⑵
受
付
期
間

ア
警
察
署
に
持
参

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２２日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

イ
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
午
前
８
時
３０分

か
ら
同

月
２２日

（
水
曜
日
）
午
後
１１時

５９分
ま
で

⑶
申
請
先

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑷
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書
１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑶
の
申
請
先
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

ア
前
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
を

疎
明
す
る
書
面

イ
前
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑶
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑸
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
７８号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
６
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
８
年
６
月
６
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
２
号
の
空
港
保
安
警
備
業
務
に
係
る
２
級

の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者
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規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
空

港
保
安
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
又
は
２
級
に
係
る
も
の
に
合

格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
４
月
１３日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１４日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
申
請
方
法

警
察
署
に
持
参
又
は
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請

⑵
受
付
期
間

ア
警
察
署
に
持
参

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２２日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

イ
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
午
前
８
時
３０分

か
ら
同

月
２２日

（
水
曜
日
）
午
後
１１時

５９分
ま
で

⑶
申
請
先

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑷
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書
１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑶
の
申
請
先
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

ア
前
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
を

疎
明
す
る
書
面

イ
前
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑶
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑸
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
７９号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
６
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
８
年
６
月
６
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
３
号
の
施
設
警
備
業
務
に
係
る
１
級
の
検

定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
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下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
常

駐
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条
第
２
項

に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
４
月
１３日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１４日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
申
請
方
法

警
察
署
に
持
参
又
は
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請

⑵
受
付
期
間

ア
警
察
署
に
持
参

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２２日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

イ
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
午
前
８
時
３０分

か
ら
同

月
２２日

（
水
曜
日
）
午
後
１１時

５９分
ま
で

⑶
申
請
先

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑷
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書
１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑶
の
申
請
先
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

ア
前
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
を

疎
明
す
る
書
面

イ
前
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑶
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑸
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
８０号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
６
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
８
年
６
月
６
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
４
号
の
施
設
警
備
業
務
に
係
る
２
級
の
検

定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
常

駐
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条
第
２
項

に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
又
は
２
級
に
係
る
も
の
に
合
格
し
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た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
４
月
１３日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１４日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
申
請
方
法

警
察
署
に
持
参
又
は
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請

⑵
受
付
期
間

ア
警
察
署
に
持
参

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２２日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

イ
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
午
前
８
時
３０分

か
ら
同

月
２２日

（
水
曜
日
）
午
後
１１時

５９分
ま
で

⑶
申
請
先

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑷
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書
１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑶
の
申
請
先
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

ア
前
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
を

疎
明
す
る
書
面

イ
前
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑶
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑸
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
８１号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
６
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
８
年
６
月
６
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
５
号
の
交
通
誘
導
警
備
業
務
に
係
る
１
級

の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
交

通
誘
導
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名
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６

申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
４
月
１３日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１４日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
申
請
方
法

警
察
署
に
持
参
又
は
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請

⑵
受
付
期
間

ア
警
察
署
に
持
参

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２２日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

イ
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
午
前
８
時
３０分

か
ら
同

月
２２日

（
水
曜
日
）
午
後
１１時

５９分
ま
で

⑶
申
請
先

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑷
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書
１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑶
の
申
請
先
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

ア
前
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
を

疎
明
す
る
書
面

イ
前
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑶
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑸
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
８２号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
６
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
８
年
６
月
６
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
６
号
の
交
通
誘
導
警
備
業
務
に
係
る
２
級

の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
交

通
誘
導
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
又
は
２
級
に
係
る
も
の
に
合

格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。
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な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
４
月
１３日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１４日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
申
請
方
法

警
察
署
に
持
参
又
は
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請

⑵
受
付
期
間

ア
警
察
署
に
持
参

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２２日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

イ
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
午
前
８
時
３０分

か
ら
同

月
２２日

（
水
曜
日
）
午
後
１１時

５９分
ま
で

⑶
申
請
先

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑷
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書
１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑶
の
申
請
先
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

ア
前
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
を

疎
明
す
る
書
面

イ
前
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑶
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑸
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
８３号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
６
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
８
年
６
月
６
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
８
号
の
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備

業
務
に
係
る
２
級
の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
核

燃
料
物
質
等
運
搬
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、

同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
又
は
２
級
に
係
る
も

の
に
合
格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。
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⑴

申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
４
月
１３日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１４日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
申
請
方
法

警
察
署
に
持
参
又
は
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請

⑵
受
付
期
間

ア
警
察
署
に
持
参

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２２日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

イ
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
午
前
８
時
３０分

か
ら
同

月
２２日

（
水
曜
日
）
午
後
１１時

５９分
ま
で

⑶
申
請
先

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑷
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書
１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑶
の
申
請
先
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

ア
前
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
を

疎
明
す
る
書
面

イ
前
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑶
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑸
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
８４号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
６
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
８
年
６
月
６
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
９
号
の
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
１

級
の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
貴

重
品
運
搬
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条

第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
４
月
１３日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１４日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間
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午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
申
請
方
法

警
察
署
に
持
参
又
は
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請

⑵
受
付
期
間

ア
警
察
署
に
持
参

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２２日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

イ
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
午
前
８
時
３０分

か
ら
同

月
２２日

（
水
曜
日
）
午
後
１１時

５９分
ま
で

⑶
申
請
先

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑷
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑶
の
申
請
先
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

ア
前
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
を

疎
明
す
る
書
面

イ
前
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑶
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑸
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
８５号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
６
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
８
年
６
月
６
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
１０号

の
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
２

級
の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
貴

重
品
運
搬
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条

第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
又
は
２
級
に
係
る
も
の
に

合
格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
４
月
１３日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１４日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話
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警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
申
請
方
法

警
察
署
に
持
参
又
は
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請

⑵
受
付
期
間

ア
警
察
署
に
持
参

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２２日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

イ
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
午
前
８
時
３０分

か
ら
同

月
２２日

（
水
曜
日
）
午
後
１１時

５９分
ま
で

⑶
申
請
先

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑷
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑶
の
申
請
先
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

ア
前
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
を

疎
明
す
る
書
面

イ
前
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑶
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑸
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

公

告

令
和
八
年
度
製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
度

製
菓
衛
生
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

受
験
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

㈠

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十

七
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る

製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
に
お
い
て
一
年
以
上
製
菓
衛
生
師
と
し

て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
も
の

㈡

学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
二
年

以
上
菓
子
製
造
業
（
菓
子
を
製
造
す
る
営
業
で
食
品
衛
生
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
五
十
五
条
第
一

項
の
許
可
を
受
け
て
営
む
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
従

事
し
た
も
の

㈢

法
の
施
行
の
際
（
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日
）
現
に

菓
子
製
造
業
に
従
事
し
て
い
た
者
（
学
校
教
育
法
第
五
十
七
条

に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
菓
子
製
造
業
に
従
事

し
た
期
間
が
、
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
三
年
を
超
え
て
い
る

も
の
又
は
同
日
後
三
年
を
超
え
る
に
至
っ
た
も
の

㈣

沖
縄
の
復
帰
の
際
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
現
に
沖

縄
に
お
い
て
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
菓

子
製
造
業
に
従
事
し
た
期
間
が
、
沖
縄
の
復
帰
の
日
に
お
い
て

三
年
を
超
え
て
い
る
も
の
又
は
同
日
後
三
年
を
超
え
る
に
至
っ

た
も
の

な
お
、
旧
国
民
学
校
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
百
四
十
八
号
）

に
よ
る
国
民
学
校
の
高
等
科
を
修
了
し
た
者
、
旧
中
等
学
校
令

（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
の
二
年
の

課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、

学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

二

試
験
科
目

衛
生
法
規
、
公
衆
衛
生
学
、
食
品
学
、
食
品
衛
生
学
、
栄
養
学

並
び
に
製
菓
理
論
及
び
実
技
。
た
だ
し
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
に
よ
る
菓

子
製
造
に
係
る
一
級
若
し
く
は
二
級
又
は
パ
ン
製
造
に
係
る
特
級
、

一
級
若
し
く
は
二
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
は
、
製
菓
理
論

及
び
実
技
の
試
験
科
目
を
免
除
す
る
。
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試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

日
時

令
和
八
年
六
月
二
十
日
（
土
曜
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後

一
時
ま
で
（
製
菓
理
論
及
び
実
技
の
試
験
科
目
の
免
除
を
受
け

る
者
は
、
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で
）

㈡

場
所

東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
（
目
黒
区
駒
場
三
丁
目
八
番
一

号
）

四

提
出
書
類

㈠

製
菓
衛
生
師
試
験
受
験
願
書
兼
受
験
台
帳

㈡

卒
業
証
明
書
（
中
学
校
（
中
学
校
、
高
校
、
高
専
、
短
大
、

大
学
又
は
専
修
学
校
（
高
等
課
程
又
は
専
門
課
程
に
限

る
。
）
）
卒
業
以
上
の
も
の
。
一
㈠
に
該
当
す
る
者
は
、
製
菓

衛
生
師
養
成
施
設
の
卒
業
（
修
了
）
証
明
書
）

㈢

受
験
票

㈣

写
真
台
帳

㈤

写
真
（
出
願
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
上
半
身
正

面
向
き
で
、
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

も
の
）

㈥

受
験
票
送
付
用
封
筒
（
百
十
円
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）

㈦

領
収
証
書
（
受
験
手
数
料
納
付
後
の
も
の
）

㈧

製
菓
業
務
従
事
証
明
書
（
一
㈠
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

㈨

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四

号
）
に
よ
る
菓
子
製
造
に
係
る
一
級
若
し
く
は
二
級
又
は
パ
ン

製
造
に
係
る
特
級
、
一
級
若
し
く
は
二
級
の
技
能
検
定
合
格
証

書
及
び
そ
の
写
し
（
製
菓
理
論
及
び
実
技
の
試
験
科
目
の
免
除

を
受
け
る
者
に
限
る
。
）

な
お
、
現
在
の
氏
名
が
㈡
、
㈧
又
は
㈨
の
書
類
に
記
載
さ
れ
て

い
る
氏
名
と
相
違
す
る
場
合
は
、
氏
名
の
変
更
を
確
認
で
き
る
戸

籍
抄
（
謄
）
本
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

五

受
験
手
数
料

九
千
五
百
円

六

受
験
願
書
の
受
付
日
時
及
び
場
所

㈠

一
般
郵
送
受
付

令
和
八
年
四
月
一
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
木
曜

日
）
ま
で
（
当
日
消
印
有
効
）

㈡

団
体
窓
口
受
付
（
五
名
以
上
）

令
和
八
年
四
月
三
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
九
日
（
木
曜

日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で

東
京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
（
郵
便
番
号

一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東

京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
一
階
）

七

合
格
発
表

令
和
八
年
八
月
三
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で
、
東
京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
（
東
京
都
庁

第
一
本
庁
舎
三
十
一
階
）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
し
て
発

表
す
る
と
と
も
に
、
同
日
午
前
十
時
か
ら
東
京
都
保
健
医
療
局
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.hokeniryo.m

etro.tokyo.lg.

jp

）
上
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す
る
。

八

そ
の
他

㈠

受
験
願
書
用
紙
は
、
平
日
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
保
健
医
療

局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
、
都
内
各
保
健
所
及
び
島
し
ょ
保

健
所
各
出
張
所
（
支
所
を
含
む
。
）
並
び
に
利
島
村
、
御
蔵
島

村
及
び
青
ケ
島
村
の
各
村
役
場
並
び
に
新
島
村
役
場
式
根
島
支

所
に
お
い
て
、
令
和
八
年
四
月
一
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
三

十
日
（
木
曜
日
）
ま
で
配
布
す
る
。

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
に
つ
い
て
は
、
東
京
観
光
情
報

セ
ン
タ
ー
都
庁
本
部
（
東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
一
階
北
側
）
に

お
い
て
、
令
和
八
年
四
月
一
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
日

（
木
曜
日
）
ま
で
配
布
す
る
。

㈡

詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
記
健
康
安
全
課
（
電
話
〇
三
（
五
三

二
〇
）
四
三
五
八
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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